
第１章総則 

（商号） 

第１条当会社は、株式会社Ridilover と称する。 

２ 前項の商号はローマ字ではRIDILOVER KABUSHIKIGAISHA 

英文ではRIDILOVER INC. と表示する。 

 

第２条当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 

(1) スタディツアー・修学旅行事業 

(2) 社会問題を扱うウェブメディア事業 

(3) 地域のコミュニティ管理の事業 

(4) 社会問題に関する教育・研修の事業 

(5) 旅行業 

(6)職業紹介事業  

(7) 前各号に附帯又は関連する一切の事業 

 

（本店の所在地） 

第３条当会社は、本店を東京都文京区に置く。 

 

（公告の方法） 

第４条当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。 

 

（機関） 

第５条当会社は、株主総会、取締役を置く。 

 

第２章株式 

（発行可能株式総数） 

第６条当会社の発行可能株式総数は、2327株とする。 

 

（株式の譲渡制限） 

第７条当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなけれ



ばならない。 

 

（株券の不発行） 

第８条当会社は、株式に係る株券を発行しない。 

 

（株主名簿記載事項の記載又は記録の請求） 

第９条当会社の株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録す

ることを請求するには、株式取得者とその取得した株式の株主として株主名簿

に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人が当会

社所定の書式による請求書に署名又は記名押印し、共同して請求しなければな

らない。 

２ 前項の規定にかかわらず、利害関係人の利益を害するおそれがないものとし

て法務省令に定める場合には、株式取得者が単独で株主名簿記載事項を株主

名簿に記載又は記録することを請求することができる。 

 

（質権の登録及び信託財産の表示） 

第10 条当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、

当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印し、提出しなけ

ればならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。 

 

（手数料） 

第1１条前二条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わな

ければならない。 

 

（株主の住所等の届出） 

第1２条当会社の株主及び登録された質権者又はその法定代理人若しくは代表

者は、当会社所定の書式により、その氏名、住所及び印鑑を当会社に届け出な

ければならない。届出事項に変更を生じたときも、その事項につき、同様とする。 

 

（基準日） 

第１３条当会社は、毎年９月３０日の最終の株主名簿に記載又は記録された議



決権を有する株主をもってその事業年度に関する定時株主総会において権利を

行使することができる株主とする。 

２ 前項のほか必要があるときは、取締役の過半数の決定によりあらかじめ公告

して臨時に基準日を定めることができる。 

 

第３章株主総会 

（株主総会決議事項） 

第１４条株主総会は、会社法に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理

その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。 

 

（招集） 

第１５条定時株主総会は、毎事業年度の終了後３か月以内に招集し、臨時株主

総会は必要がある場合には、いつでも招集することができる。 

 

（招集手続） 

第１６条株主総会を招集するには、株主総会の日の３日前までに、議決権を行

使することができる株主に対して招集通知を発するものとする。 

２ 前項の招集通知は、会社法第２９８条第１項第３号又は第４号に掲げる事項を

定めた場合を除き、書面ですることを要しない。 

３ 第１項の規定にかかわらず、株主総会は、その総会において議決権を行使す

ることができる株主の全員の同意があるときは、会社法第２９８条第１項第３号

又は第４号に掲げる事項を定めた場合を除き、招集の手続を経ることなく開催す

ることができる。 

 

（招集権者及び議長） 

第１７条株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、取締役の過半

数をもって決定し、取締役社長が招集する。ただし、取締役社長に事故があると

きは、あらかじめ取締役の過半数をもって定めた順序により、他の取締役が招

集する。 

２ 株主総会においては、取締役社長が議長となる。ただし、取締役社長に事故

があるときは、あらかじめ取締役の過半数をもって定めた順序により他の取締役

が議長となる。 



 

（決議の方法） 

第１８条株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、議

決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出

席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。 

２ 会社法第３０９条第２項に定める決議は、議決権を行使することができる株主

の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分

の２以上に当たる多数をもって行う。 

 

（株主総会の決議等の省略） 

第１９条取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合

において、当該提案につき株主（当該事項について議決権を行使することができ

るものに限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき

は、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。 

２ 取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合に

おいて、当該事項を株主総会に報告することを要しないことにつき株主の全員が

書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の株主総会

への報告があったものとみなす。 

 

（議決権の代理行使） 

第２０条株主が代理人をもって議決権を行使しようとするときは、その代理人は１

名とし、当会社の議決権を有する株主であることを要する。 

２ 前項の場合には、株主又は代理人は代理権を証する書面を株主総会ごとに

提出しなければならない。 

 

（株主総会議事録） 

第２１条株主総会の議事については、法務省令に定めるところにより議事録を作

成し、議長、議事録の作成に係る職務を行った取締役及び出席した取締役がこ

れに署名若しくは記名押印又は電子署名を行う。 

 

第４章取締役 

（員数） 



第２２条当会社の取締役は、７名以内とする。 

 

（選任及び解任の方法） 

第２３条当会社の取締役の選任及び解任は、株主総会において、議決権を行使

することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該

株主の議決権の過半数をもって行う。 

２ 取締役の選任決議については累積投票によらないものとする。 

 

（任期） 

第２４条取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のも

のに関する定時株主総会の終結の時までとする。 

２ 補欠又は増員により選任した取締役の任期は、その選任時に在任する取締

役の任期の満了すべき時までとする。 

 

（社長及び代表取締役） 

第２５条取締役が２名以上ある場合は、そのうち１名を代表取締役とし、株主総

会の決議によってこれを定める。 

２ 代表取締役を社長とし、会社の業務を執行する。 

 

第５章計算 

（事業年度） 

第２６条当会社の事業年度は、毎年10月１日から翌年9月30日までの年１期とす

る。 

 

（剰余金の配当等） 

第２７条当会社は、株主総会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿

に記載又は記録ある株主、登録株式質権者（以下「株主等」という。）に対して剰

余金の配当を行う。 

２ 前項に定める場合のほか、当会社は、基準日を定め、その最終の株主名簿

に記載又は記録ある株主等に対して、剰余金の配当を行うことができる。 
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1. 基本的な考え⽅
弊社は、団体の活動を通じて取得した個⼈情報の保護の重要性を認識し、個⼈情報を適切に管
理、運⽤するために「個⼈情報保護に関するポリシー」を以下のよう定めています。

2. 提供を受ける個⼈情報の範囲
弊社は、利⽤⽬的を達成するために必要な範囲で、⽒名、住所、電話・FAX番号等の連絡先、性
別、⽣年⽉⽇、職業、メールアドレス、その他⼊⾦処理・クレジットカード決済等の情報のご
提供をお願いすることがあります。

3. 個⼈情報の利⽤⽬的
弊社は、ご⽀援いただいた各⽀援事業や弊社の活動の報告、およびこれらの活動に関する情報
の提供や⽀援のお願い等、弊社の活動のために必要な範囲においてのみ個⼈情報を利⽤しま
す。 
具体的には、次のような⽬的で個⼈情報を利⽤します。

1. スタディツアー開催状況や弊社の活動をお伝えし、修学旅⾏ファシリテーターや緊急⽀援
等へのご協⼒をお願いするため。

2. メールマガジン、アンケート、活動報告書や領収書をお届けするため。
3. 弊社または、ツアー参加者、協⼒団体からの⼿紙や社会課題の現場からの情報をお届けし
たり、商品を送付したりするため。

4. 弊社が主催または関係するイベントや宿泊旅⾏についてお知らせするため。
5. その他、何らかの理由で皆さまと連絡する必要が⽣じた場合のため。
6. お客様が簡便にデータを⼊⼒できるようにするために，弊社に登録されている情報を⼊⼒
画⾯に表⽰させたり，お客様のご指⽰に基づいて他のサービスなど（提携先が提供するも
のも含みます）に転送したりするため。

7. 弊社の活動にボランティアとしてご参加頂くことの依頼、参加して頂いた場合の具体的な
依頼の内容等を郵便、電話、電⼦メール等の⽅法によりお知らせするため。

4. 個⼈情報の取扱いの委託



弊社は、以下の場合等について、個⼈情報の取扱いの⼀部業務を第三者に委託することがあり
ます。業務を委託する場合には、弊社は、受託業者に個⼈情報の漏洩等がないよう管理責任を
義務付け、受託業者に対する必要かつ適切な監督を⾏います。

1. ⽀援⾦等の⼊⾦処理、またはクレジットカード等の決済のために⾦融機関に必要な個⼈情
報を提供する場合。

2. ⽀援活動の報告等の発送を業者に委託する場合。

5. 個⼈情報の第三者提供
弊社は、以下の場合を除き、個⼈情報を第三者へ提供いたしません。

1. ご本⼈の同意がある場合。
2. 法令に基づく場合。
3. ⼈の⽣命、⾝体または財産の保護のために必要がある場合であって、ご本⼈の同意を得る
ことが困難であるとき。

4. 公衆衛⽣の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、ご
本⼈の同意を得ることが困難であるとき。

5. 国の機関若しくは地⽅公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂⾏する
ことに対して協⼒する必要がある場合であって、ご本⼈の同意を得ることにより当該事務
の遂⾏に⽀障を及ぼすおそれがあるとき。

6. 個⼈情報の安全管理措置
弊社は、保有する個⼈情報の漏えい、滅失またはき損の防⽌その他の個⼈データの安全管理の
ために、管理責任者を置き、必要かつ適切な措置を講じます。

7. 個⼈情報の開⽰・訂正等
弊社は、ご本⼈が個⼈情報の開⽰、訂正、追加、削除、利⽤停⽌等を希望された場合には、個
⼈情報保護に関する法令等に従い、すみやかに対応いたします。

8. 管理体制と改善
弊社は、個⼈情報の保護に関する諸法令を遵守し、本ポリシーならびに弊社における取り組み
について職員に周知徹底します。また、必要に応じ本ポリシー等の⾒直しならびに改善を⾏い
ます。

9. 「Cookie」情報の取り扱いに関して
当団体のウェブサイトでは、マーケティングデータとして利⽤するために、「Cookie」を使⽤
することがあります。Cookieとは、Webサーバーによって、皆さまご使⽤のコンピューターの
ハードディスクに記録される情報で、テキストファイルとして保存されます。Cookieにより、
ウェブサイト訪問者のコンピューターを識別することが出来るようになりますが、名前、住
所、電話番号、メールアドレス等、個⼈を特定できる情報を取得することは⼀切ありません。
また、Cookieは皆さまのブラウザの設定により、受け取りを拒否することができます。なお、
当団体は、広告の配信を委託する第三者への委託に基づき、第三者を経由して、Cookie情報を
保存し、統計データとして参照する場合があります。





非開示理由 
―――――――――――――――― 
■ 賃金規規定 
■ 事業報告書 

＜対外非開示としているため非開示> 
 

 




